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(57)【要約】
無線トランシーバ（２０６，２０８）の機能を制御する
システム（１００）及び方法（４００）を提供する。少
なくとも１つの機能は、制御素子（１０２，３００）の
長桿状ローラの中心の押下、第１の時間期間の長桿状ロ
ーラ（３０２）の第１の周辺端部（ＦＰＥＰ）の押下、
第２の時間期間の長桿状ローラの第２の周辺端部（ＳＰ
ＥＰ）の押下、長桿状ローラの中心軸の周りの長桿状ロ
ーラの回転、第１の時間期間よりも長い第３の時間期間
のＦＰＥＰ（３５２）の押下、及び／又は第２の時間期
間よりも長い第４の時間期間のＳＰＥＰ（３５４）の押
下に応答して、制御される。



(2) JP 2013-520873 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線トランシーバの制御方法であって、
　制御素子の長桿状ローラの中心の押下に応答して、前記無線トランシーバの第１の機能
を制御するステップと、
　第１の時間期間の前記長桿状ローラの第１の周辺端部の押下に応答して、前記無線トラ
ンシーバの第２の機能を制御するステップと、
　第２の時間期間の前記第１の周辺端部に対向する前記長桿状ローラの第２の周辺端部の
押下に応答して、前記無線トランシーバの第３の機能を制御するステップと、
　前記長桿状ローラの中心軸の周りの前記長桿状ローラの回転に応答して、前記無線トラ
ンシーバの第４の機能を制御するステップと
　を有する無線トランシーバの制御方法。
【請求項２】
　前記第１の時間期間よりも長い第３の時間期間の前記第１の周辺端部の押下に応答して
、前記無線トランシーバの第５の機能を制御するステップ
　を更に有する請求項１に記載の無線トランシーバの制御方法。
【請求項３】
　前記第２の時間期間よりも長い第３の時間期間の前記第２の周辺端部の押下に応答して
、前記無線トランシーバの第５の機能を制御するステップ
　を更に有する請求項１に記載の無線トランシーバの制御方法。
【請求項４】
　前記中心軸の周りの前記長桿状ローラの回転に基づき前記無線トランシーバの動作パラ
メータを変更するステップ
　を更に有する請求項１に記載の無線トランシーバの制御方法。
【請求項５】
　前記動作パラメータは、トークグループパラメータ及びオーディオボリュームパラメー
タを含むグループから選択される、
　請求項４に記載の無線トランシーバの制御方法。
【請求項６】
　オーディオボリューム機能、チャネル選択機能、ミュート機能、輝度選択機能、オン・
オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能、一時停止機能、チャネル呼び戻し機能
、カメラ機能、トークグループ選択機能、メディアプロファイル選択機能、個別呼出機能
、グループ呼出機能、緊急呼出機能、地図選択機能、優先事項選択機能、ユーザインター
フェース選択機能及びＰＴＴ機能を含むグループから前記第１の機能、前記第２の機能、
前記第３の機能及び前記第４の機能のうち少なくとも１つを選択するステップ
　を更に有する請求項１に記載の無線トランシーバの制御方法。
【請求項７】
　長桿状ローラを有する長桿状制御素子と、
　前記長桿状ローラとともに動作可能であり、
　（ａ）前記長桿状ローラの中心の押下に応答して、デバイスの第１の機能を制御し、
　（ｂ）第１の時間期間の前記長桿状ローラの第１の周辺端部の押下に応答して、前記デ
バイスの第２の機能を制御し、
　（ｃ）第２の時間期間の前記第１の周辺端部に対向する前記長桿状ローラの第２の周辺
端部の押下に応答して、前記デバイスの第３の機能を制御し、且つ
　（ｄ）前記長桿状ローラの中心軸の周りの前記長桿状ローラの回転に応答して、前記デ
バイスの第４の機能を制御する
よう構成される少なくとも１つのコントローラと
　を有するデバイス制御装置。
【請求項８】
　前記コントローラは、更に、前記第１の時間期間よりも長い第３の時間期間の前記第１



(3) JP 2013-520873 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

の周辺端部の押下に応答して、前記デバイスの第５の機能を制御するよう構成される、
　請求項７に記載のデバイス制御装置。
【請求項９】
　前記コントローラは、更に、前記第２の時間期間よりも長い第３の時間期間の前記第２
の周辺端部の押下に応答して、前記デバイスの第５の機能を制御するよう構成される、
　請求項７に記載のデバイス制御装置。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記中心軸の周りの前記長桿状ローラの回転に応答して前記デバ
イスの動作パラメータを変更するよう構成される、
　請求項７に記載のデバイス制御装置。
【請求項１１】
　前記動作パラメータは、トークグループパラメータ及びオーディオボリュームパラメー
タを含むグループから選択される、
　請求項１０に記載のデバイス制御装置。
【請求項１２】
　前記第１の機能、前記第２の機能、前記第３の機能及び前記第４の機能のうち少なくと
も１つは、オーディオボリューム機能、チャネル選択機能、ミュート機能、輝度選択機能
、オン・オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能、一時停止機能、チャネル呼び
戻し機能、カメラ機能、トークグループ選択機能、メディアプロファイル選択機能、個別
呼出機能、グループ呼出機能、緊急呼出機能、地図選択機能、優先事項選択機能、ユーザ
インターフェース選択機能及びＰＴＴ機能を含むグループからを選択される、
　請求項７に記載のデバイス制御装置。
【請求項１３】
　前記デバイスは、ラジオ、モバイル電話、セルラー電話、パーソナルデジタルアシスタ
ント、グローバルポジショニングデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン及び
車間通信デバイスを含むグループから選択される、
　請求項７に記載のデバイス制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の配置は、通信システム、より具体的には、多機能長桿状ローラを用いて無線ト
ランシーバを制御するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　当該技術では、様々な通信ネットワークが知られている。そのような通信ネットワーク
には、地上モバイルラジオ（Land　Mobile　Radio）（ＬＭＲ）ネットワーク、ワイドバ
ンド符号分割多重アクセス（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）（ＷＣＤＭ
Ａ）に基づくネットワーク、符号分割多重アクセス（Code　Division　Multiple　Access
）（ＣＤＭＡ）に基づくネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク（Wireless　Lo
cal　Area　Network）（ＷＬＡＮ）、エンハンスドデータレート・フォー・ＧＳＭエボリ
ューション（Enhanced　Data　rates　for　GSM　Evolution）（ＥＤＧＥ）に基づくネッ
トワーク、及びロングタームエボリューション（Long　Term　Evolution）（ＬＴＥ）に
基づくネットワークがある。それらの通信ネットワークの夫々は、複数の通信装置と、通
信装置間の通信を助けるネットワーク設備とを有する。夫々の通信ネットワークは、しば
しば、サービスユーザにグループ呼出サービスを提供する。グループ呼出サービスは、サ
ービスユーザ（例えば、第１応答者）が特定のトークグループ又はソーシャルメディアプ
ロファイルに関連する他のサービスユーザ（例えば、他の第１応答者）と同時に話すこと
ができるサービスである。グループ呼出サービスは、プッシュ・ツー・トーク（Push-To-
Talk）（ＰＴＴ）グループ呼出サービスによって実施され得る。ＰＴＴグループ呼出サー
ビスは、ＰＴＴサービスユーザが、通信装置のＰＴＴボタンを押すことによって、特定の
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トークグループ又はソーシャルメディアプロファイルの他のＰＴＴサービスユーザと直ぐ
に話すことができる即時サービスである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　幾つかの場合において、通信装置は地上モバイルラジオを有する。通常、ラジオの夫々
は、複数の回転ノブと、それらの無線トランシーバを制御するＰＴＴボタンとを有する。
回転ノブは、ラジオの上部パネルに配置される。第１の回転ノブは、ＰＴＴ呼出が行われ
るべき個人又はトークグループを選択するために設けられる。第２の回転ノブは、ラジオ
のオーディオボリュームを制御するために設けられる。ＰＴＴボタンは、ラジオの側面パ
ネルに配置される。結果として、ラジオのユーザは、ラジオのラジオ受信機を制御するた
めに一本の指だけを用いることはできない。また、両手が、好ましくなく、ラジオを保持
して、複数の回転ノブによりラジオの機能設定を変更するためには必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、無線トランシーバを制御する方法に関する。方法は、概して、制
御素子の長桿状ローラの中心の押下に応答して、無線トランシーバの第１の機能を制御す
るステップを有する。無線トランシーバの第２の機能は、第１の時間期間（例えば、２秒
より短い）の長桿状ローラの第１の周辺端部の押下に応答して、制御される。無線トラン
シーバの第３の機能は、第２の時間期間（例えば、２秒より短い）の長桿状ローラの第２
の周辺端部の押下に応答して、制御される。第２の周辺端部は、第１の周辺端部と対向す
る。無線トランシーバの第４の機能は、長桿状ローラの中心軸の周りの長桿状ローラの回
転に応答して、制御される。無線トランシーバの第５の機能は、第１の時間期間よりも長
い第３の時間期間（例えば、２秒より長い）の第１の周辺端部の押下に応答して、制御さ
れる。無線トランシーバの第６の機能は、第２の時間期間よりも長い第４の時間期間（例
えば、２秒より長い）の第２の周辺端部の押下に応答して、制御される。第１、第２、第
３、第４、第５及び第６の機能の夫々は、オーディオボリューム機能、チャネル選択機能
、ミュート機能、輝度選択機能、オン・オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能
、一時停止機能、チャネル呼び戻し機能、カメラ機能、トークグループ選択機能、メディ
アプロファイル選択機能、個別呼出機能、グループ呼出機能、緊急呼出機能、地図選択機
能、優先事項選択機能、ユーザインターフェース選択機能及び／又はＰＴＴ機能を有する
ことができるが、これらに限られない。
【０００５】
　また、本発明の実施形態は、デバイスを制御する装置及びシステムに関する。デバイス
は、ラジオ、モバイル電話、セルラー電話、パーソナルデジタルアシスタント、グローバ
ルポジショニングデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン、車間通信デバイス
、及びこれらの装置と協働するアクセサリを有することができるが、これらに限られない
。特に、装置及びシステムは、上記の方法を実施する。そのようなものとして、装置及び
システムは、制御素子及び少なくとも１つのコントローラを有する。制御素子は長桿状ロ
ーラを有する。コントローラは、長桿状ローラの中心の押下に応答してデバイスの第１の
機能を制御するよう構成される。コントローラは、また、第１の時間期間の長桿状ローラ
の第１の周辺端部の押下に応答してデバイスの第２の機能を制御するよう構成される。コ
ントローラは、更に、第２の時間期間の長桿状ローラの第２の周辺端部の押下に応答して
デバイスの第３の機能を制御するよう構成される。デバイスの第４の機能は、長桿状ロー
ラの中心軸の周りの長桿状ローラの回転に応答してコントローラによって制御される。デ
バイスの第５の機能は、第１の時間期間よりも長い第３の時間期間の第１の周辺端部の押
下に応答してコントローラによって制御される。デバイスの第６の機能は、第２の時間期
間よりも長い第３の時間期間の第２の周辺端部の押下に応答してコントローラによって制
御される。
【０００６】
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　実施形態は、以下の図面を参照して記載される。図面において、同じ参照符号は同じ事
項を表す。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明を理解するのに有用な、例となる通信デバイスの概略図である。
【図２】本発明を理解するのに有用な、図１に示された例となる通信デバイスのより詳細
なブロック図である。
【図３】本発明を理解するのに有用な制御素子の実施例の概略図である。
【図４】第１の作動位置における図３の通信デバイスの制御素子を示す概略図である。
【図５】第２の作動位置における図３の通信デバイスの制御素子を示す概略図である。
【図６】第３の作動位置における図３の通信デバイスの制御素子を示す概略図である。
【図７】第４の作動位置における図３の通信デバイスの制御素子を示す概略図である。
【図８】本発明を理解するのに有用な、通信デバイスの無線トランシーバを制御する例と
なる方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明について、図面を参照して記載する。図は実寸通りではなく、それらは単に本発
明を説明するために与えられている。本発明の幾つかの態様について、以下、説明のため
の実例応用を参照して記載する。多数の具体的な詳細、関係及び方法は本発明の十分な理
解を提供するために示されていることが理解されるべきである。なお、当業者には容易に
理解されるように、本発明は、それらの具体的な詳細の１又はそれ以上を用いずとも、あ
るいは他の方法を用いても、実施され得る。他の例では、従来の構成及び動作は、本発明
を不明りょうにすることを避けるために詳細に示されない。本発明は、一部が他の動作又
は事象とともに異なる順序で及び／又は同時に起こりうるように、示されている動作又は
事象の順序によって制限されない。更に、示されている全ての動作又は事象が、本発明に
従う方法を実施するのに必要とされるわけではない。
【０００９】
　ここで図１を参照すると、本発明の１又はそれ以上の方法実施形態を実施する例となる
通信デバイス１００のブロックが与えられている。通信デバイス１００は、携帯型地上モ
バイルラジオであるよう図１では示されているが、本発明の実施形態はこの点に制限され
ない。例えば、通信デバイス１００は、代替的に、モバイル電話、セルラー電話、パーソ
ナルデジタルアシスタント、グローバルポジショニングデバイス、パーソナルコンピュー
タ、テレビジョン、車間通信デバイス、又は他の通信デバイスを有することができるが、
これらに限られない。それらの場合の夫々において、通信デバイス１００は、概して、筐
体１０４、アンテナ１０６及び内部回路（図１では図示せず。）を有する。通信デバイス
１００は、制御素子（例えば、ＰＴＴボタン又はスイッチ）１０２及び他のユーザインタ
ーフェース部品１０８を更に有する。
【００１０】
　幾つかの実施形態において、図１に示される通信デバイス１００は、概して、サービス
ユーザへのデータ通信サービス、個別呼出サービス又はグループ呼出サービスの提供を助
けるよう構成される。データ通信サービスは、一般的に、サービスユーザがデータメッセ
ージを送信及び／又は受信することができるサービスである。個別呼出サービスは、一般
的に、サービスユーザが１人の他のサービスユーザと話すことができるサービスである。
グループ呼出サービスは、サービスユーザが特定のトークグループ又はソーシャルメディ
アプロファイルに関連する１又はそれ以上のサービスユーザと話すことができるサービス
である。グループ呼出サービスは、ＰＴＴグループ呼出サービスによって実施され得る。
ＰＴＴグループ呼出サービスは、ＰＴＴサービスユーザが、通信デバイス１００の制御素
子１０２を作動させることによって、特定のトークグループ又はソーシャルメディアプロ
ファイルの他のＰＴＴサービスユーザと直ぐに話すことができる即時サービスである。
【００１１】
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　特に、通信デバイス１００は、地上モバイルラジオ（Land　Mobile　Radio）（ＬＭＲ
）に基づく通信システム、グローバルポジショニングシステム（Global　Positioning　S
ystem）（ＧＰＳ）、セルラーに基づく通信システム、又は他の無線通信システムにおい
て動作するよう構成される。セルラーに基づくシステムは、第２世代（２Ｇ）互換システ
ム及び／又は第３世代（３Ｇ）互換システム及び／又は第４世代（４Ｇ）互換システムを
有することができるが、これらに限られない。ここで使用される語句「第２世代（２Ｇ）
」は、第２世代の無線電話技術に言及する。ここで使用される語句「第３世代（３Ｇ）」
は、第３世代の無線電話技術に言及する。ここで使用される語句「第４世代（４Ｇ）」は
、第４世代の無線電話技術に言及する。この場合において、通信デバイス１００は、様々
な２Ｇデータサービス（例えば、テキストメッセージ）、３Ｇデータサービス（例えば、
映像呼出）、及び／又は４Ｇデータサービス（例えば、ウルトラワイドバンドインターネ
ットアクセス）をサポートすることができる。本発明の実施形態はこの点に制限されない
。
【００１２】
　通信デバイス１００は、単一の通信プロトコル又は複数の通信プロトコルを用いること
ができる。例えば、通信デバイス１００がＬＭＲラジオである場合には、通信デバイス１
００は次の通信プロトコル、すなわち、テレストリアル・トランクド・ラジオ（Terrestr
ial　Trunked　Radio）（ＴＥＴＲＡ）トランスポートプロトコル、Ｐ２５トランスポー
トプロトコル、オープンスカイ（ＯＰＥＮＳＫＹ）プロトコル、及びエンハンスドデジタ
ルアクセス通信システム（Enhanced　Digital　Access　Communication　System）（ＥＤ
ＡＣＳ）プロトコル、のうち１又はそれ以上を用いることができる。通信デバイス１００
がセルラー電話である場合には、通信デバイス１００は、次の通信プロトコル、すなわち
、ワイドバンド符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ）に基づくプロトコル、符号分割多重
アクセス（ＣＤＭＡ）に基づくプロトコル、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）に基づくプロトコル、エンハンスドデータレート・フォー・ＧＳＭエボリューション（
ＥＤＧＥ）ネットワークに基づくプロトコル、及びロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）ネットワークに基づくプロトコル、のうち１又はそれ以上を用いることができる。本
発明の実施形態はこの点に制限されない。
【００１３】
　通信デバイス１００のより詳細なブロック図が図２において与えられている。特に、通
信デバイス１００は、図２で示されるものよりも多い又は少ない構成要素を有してよい。
しかし、示される構成要素は、本発明を実施する実施例を開示するのに十分である。図２
のハードウェア・アーキテクチャは、そのユーザへのグループ呼出サービスの提供を助け
るよう構成される典型的な通信デバイスの一実施形態を表す。
【００１４】
　図２に示されるように、通信デバイス１００は、無線周波数（ＲＦ）信号を受信及び送
信するためのアンテナ１０６を有する。受信／送信（Ｒｘ／Ｔｘ）スイッチ２０４は、当
業者になじみの方法において、アンテナ１０６を送信器回路２０６及び受信器回路２０８
へ選択的に結合する。受信器回路２０８は、ネットワーク（図２において図示せず。）か
ら受信されたＲＦ信号を復調及びデコードして、その信号から情報を得る。受信器回路２
０８は、電気接続２３４を介してコントローラ２１０へ結合される。受信器回路２０８は
、デコードされたＲＦ信号情報をコントローラ２１０へ供給する。コントローラ２１０は
、通信デバイス１００の機能に従って、デコードされたＲＦ信号情報を用いる。
【００１５】
　また、コントローラ２１０は、情報をＲＦ信号にエンコード及び変調するために送信器
回路２０６へ情報を供給する。然るに、コントローラ２１０は、電気接続２３８を介して
送信器回路２０６へ結合される。送信器回路２０８は、外部デバイス（例えば、図２に図
示されていないネットワーク設備）への送信のために、ＲＦ信号をアンテナ１０６へ送る
。
【００１６】
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　アンテナ２４０は、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）信号を受信するため
にＧＰＳ受信器回路２１４へ結合される。ＧＰＳ受信器回路２１４は、ＧＰＳ信号を復調
及びデコードして、その信号からＧＰＳ位置情報を取り出す。ＧＰＳ位置情報は、通信デ
バイス１００の位置を示す。ＧＰＳ受信器回路２１４は、デコードされたＧＰＳ位置情報
をコントローラ２１０へ供給する。そのようなものとして、ＧＰＳ受信器回路２１４は、
電気接続２３６を介してコントローラ２１０へ結合される。コントローラ２１０は、通信
デバイス１００の機能に従って、デコードされたＧＰＳ位置情報を用いる。
【００１７】
　コントローラ２１０は、デコードされたＲＦ信号情報及びデコードされたＧＰＳ位置情
報を通信デバイス１００のメモリ２１２に格納する。然るに、メモリ２１２は、電気接続
２３２を介してコントローラ２１０へ結合され且つコントローラ２１０によってアクセス
可能である。メモリ２１２は、揮発性メモリ及び／又は不揮発性メモリであってよい。例
えば、メモリ２１２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、動的ランダムアクセスメモ
リ（ＤＲＡＭ）、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、読出専用メモリ（ＲＯＭ）
及びフラッシュメモリを有することができるが、これらに限られない。
【００１８】
　図２に示されるように、命令２５０の１又はそれ以上の組がメモリ２１２に記憶されて
いる。また、命令２５０は、通信デバイス１００によるそれらの実行の間、完全に又は少
なくとも部分的に、コントローラ２１０内にあってよい。これに関連して、メモリ２１２
及びコントローラ２１０は、機械により読出可能な媒体を構成することができる。ここで
使用される語「機械により読出可能な媒体」は、命令２５０の１又はそれ以上の組を記憶
する単一の媒体又は複数の媒体に言及する。また、ここで使用される語「機械により読出
可能な媒体」は、通信デバイス１００による実行のために命令２５０の組を記憶し、エン
コードし、又は坦持し、且つ、通信デバイス１００に本開示の方法の１又はそれ以上を実
行させるあらゆる媒体に言及する。
【００１９】
　コントローラ２１０は、更に、ユーザインターフェース２３０へ接続される。ユーザイ
ンターフェース２３０は、ユーザが通信デバイス１００にインストールされたソフトウェ
アアプリケーション(図２には図示せず。)と相互作用してそれを制御することを可能にす
るよう構成された入力デバイス２１６、出力デバイス２２４及びソフトウェアルーチン（
図２には図示せず。）を有する。入力デバイス２１６及び出力デバイス２２４は、夫々、
ディスプレイ２２８、スピーカ２２６、キーパッド２２０、指示パッド（図２には図示せ
ず。）、指示ノブ（図２には図示せず。）、マイクロフォン２２２及び制御素子（例えば
、ＰＴＴボタン又はスイッチ）１０２を有するが、これらに限られない。ディスプレイ２
２８は、タッチスクリーン入力に対応するよう設計されてよい。
【００２０】
　ユーザインターフェース２３０は、通信デバイス１００にインストールされたグループ
呼出アプリケーション（図２には図示せず。）、ＰＴＴ呼出アプリケーション（図２には
図示せず。）、ソーシャルメディアアプリケーション、インターネットアプリケーション
及び他のタイプのアプリケーション（図２には図示せず。）を起動するためのユーザーソ
フトウェア間の相互作用を助けるよう動作する。グループ呼出アプリケーション及びＰＴ
Ｔ呼出アプリケーション（図２には図示せず。）は、通信デバイス１００のユーザへグル
ープ呼出サービスを提供するよう動作する。
【００２１】
　本発明の一実施形態に従って、制御素子１０２は、ＰＴＴスイッチとして機能するよう
構成される。そのようなものとして、制御素子１０２は、呼出アプリケーションを起動す
る単一のスイッチ又はボタンをユーザに提供する。例えば、呼出アプリケーションは、制
御素子１０２の中心の押下に応答して起動され得る。呼出アプリケーションは、通信デバ
イス１００のユーザへの呼出サービスの提供を助ける。そのようなものとして、呼出アプ
リケーションは、通信動作を実行するよう動作する。通信動作は、メッセージ生成動作、
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メッセージ通信動作、ボイスパケット記録動作、ボイスパケット待ち動作及びボイスパケ
ット通信動作を有することができるが、これらに限られない。
【００２２】
　制御素子１０２は、ＰＴＴ機能以外の様々な動作を制御するための多機能デバイスとし
て有利に構成される。そのようなものとして、制御素子１０２は、それらの様々な他の動
作を制御するために使用され得る様々なスイッチ位置を有する。例えば、制御素子１０２
は、通信デバイス１００の特定の機能を選択及び／又は制御するための二次スイッチ又は
ボタン手段をユーザに提供する。より具体的には、通信デバイス１００の機能は、所定時
間期間（例えば、２秒よりも短い又は長い）の制御素子１０２の周辺端部の押下に応答し
て、制御素子１０２によって制御される。機能は、オーディオボリューム機能、チャネル
選択機能、ミュート機能、輝度選択機能、オン・オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早
送り機能、一時停止機能、チャネル呼び戻し機能、カメラ機能、トークグループ選択機能
、メディアプロファイル選択機能、緊急呼出機能、地図選択機能、優先事項選択機能、及
びユーザインターフェース選択機能を有することができるが、これらに限られない。本発
明の実施形態はこの点に制限されない。
【００２３】
　制御素子１０２は、通信デバイス１００の特定の機能を選択及び／又は制御するための
回転手段を更に備える。例えば、通信デバイス１００の特定の機能は、制御素子１０２の
中心軸の周りの制御素子１０２の回転に応答して、制御素子１０２によって制御される。
機能は、オーディオボリューム機能、チャネル選択機能、ミュート機能、輝度選択機能、
オン・オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能、一時停止機能、チャネル呼び戻
し機能、カメラ機能、トークグループ選択機能、緊急呼出機能、地図選択機能、優先事項
選択機能、ユーザインターフェース選択機能及びメディアプロファイル選択機能を有する
ことができるが、これらに限られない。本発明の実施形態はこの点に制限されない。ここ
で、制御素子１０２の実施例について、図３に関連して記載する。
【００２４】
　図３を参照すると、本発明を理解するために有用な、制御素子１０２の実施例の概略図
が与えられている。制御素子１０２を実施する多数の方法があることが理解されるべきで
ある。そのようなものとして、本発明は、図３に示される具体的な配置に制限されない。
【００２５】
　図３に示されるように、制御素子１０２は、長桿状ローラ３０２、シャフト３０４、ス
イッチ３０６、３０８、３１０、光学式ポジション検出器３１２、３１４、及び弾性部材
３１６、３１８、３２０、３２２を有する。長桿状ローラ３０２は、少なくとも部分的に
通信デバイス１００の筐体１０４から外に突き出るように筐体１０４において配置される
。このように、長桿状ローラ３０２は、通信デバイス１００のユーザに容易にアクセス可
能である。なお、本発明の実施形態はこの点に制限されない。例えば、長桿状ローラ３０
２は、代替的に、筐体１０４の表面に埋め込まれ、又は筐体１０４の表面と同一平面であ
ってよい。
【００２６】
　本発明の一態様に従って、長桿状ローラ３０２は、概して、円筒形状を有する。そのよ
うなものとして、長桿状ローラ３０２は、有利に、その中心軸３６０の長さに沿っていく
らか引き伸ばしたように配置される。幾つかの実施形態では、長桿状ローラ３０２は、従
来の円筒形状からいくらか外れた形状を有してよい。よって、例えば、長桿状ローラ３０
２は、凸状又は凹状の側面を有してよい。また、長桿状ローラ３０２の表面は滑らかであ
っても又はそうでなくてもよい。
【００２７】
　長桿状ローラ３０２は、図３に示される安静位から図４～７に示されるような複数の作
動位置へ移るよう構成される。作動位置の夫々において、通信デバイス１００の特定の機
能は選択又は制御される。一実施形態に従って、シャフト３０４又は長桿状ローラ３０２
は、通信デバイス１００の筐体１０４において形成される導管（図３には図示せず。）内



(9) JP 2013-520873 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

を導かれる。
【００２８】
　長桿状ローラ３０２は、通信デバイス１００の特定の機能を制御するために、図３に示
される安静位から図４に示される第１の作動位置へ移行され得る。図４に示されるように
、位置移行は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間（例えば、２秒より長い）長
桿状ローラ３０２の露出面３２６の下部周辺端部３５４を押し下げることによって、達成
され得る。第１の作動位置において、スイッチ３１０のアクチュエータ３２８は、図４に
示されるように、長桿状ローラ３０２によって押される。アクチュエータ３２８の押下の
結果として、スイッチ３１０は、長桿状ローラ３０２が第１の作動位置にあることを示す
ように、閉又は開位置に置かれる。幾つかの実施形態において、通信デバイス１００は、
（ａ）長桿状ローラ３０２が押し下げられる時間量を追跡し、（ｂ）ボタン押下の持続時
間に基づき通信デバイス１００の動作パラメータを変更するよう、動作を実行する。
【００２９】
　同様に、長桿状ローラ３０２は、通信デバイス１００の特定の機能を制御するために、
図３に示される安静位から図５に示される第２の作動位置へ移るよう構成される。図５に
示されるように、位置移行は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間（例えば、２
秒より長い）長桿状ローラ３０２の露出面３２６の上部周辺端部３５２を押し下げること
によって、達成され得る。第２の作動位置において、スイッチ３０６のアクチュエータ３
３０は、図５に示されるように、長桿状ローラ３０２によって押される。アクチュエータ
３３０の押下の結果として、スイッチ３０６は、長桿状ローラ３０２が第２の作動位置に
あることを示すように、閉又は開位置に置かれる。幾つかの実施形態において、通信デバ
イス１００は、（ａ）長桿状ローラ３０２が押し下げられる時間量を追跡し、（ｂ）ボタ
ン押下の持続時間に基づき通信デバイス１００の動作パラメータを変更するよう、動作を
実行する。
【００３０】
　また、長桿状ローラ３０２は、通信デバイス１００の特定の機能を制御するために、図
３に示される安静位から図６に示される第３の作動位置へ移行され得る。図６に示される
ように、位置移行は、長桿状ローラ３０２の露出面３２６の中心部３５０を押し下げるこ
とによって、達成され得る。第３の作動位置において、スイッチ３０６、３０８、３１０
のアクチュエータ３２８、３３０、３３２は、図６に示されるように、長桿状ローラ３０
２によって押される。アクチュエータ３２８、３３０、３３２の押下の結果として、スイ
ッチ３０６、３０８、３１０は、長桿状ローラ３０２が第３の作動位置にあることを示す
ように、それらの閉又は開位置に置かれる。幾つかの実施形態において、通信デバイス１
００は、選択されたトークグループの個人又はメンバーに電話をするよう、動作を実行す
る。
【００３１】
　また、長桿状ローラ３０２は、通信デバイス１００の動作パラメータを選択又は制御す
るために、図３に示される安静位から図７に示される第４の作動位置へ移行され得る。図
７に示されるように、位置移行は、長桿状ローラ３０２をその中心軸３６０の周りを回転
させることによって、達成され得る。本発明の一実施形態に従って、適切な検知手段がそ
のような回転の検出ために設けられ得る。検知手段は、センサ情報をコントローラ２１０
へ送ることによって、回転の速度及び／又は回転の量を検出することができる。検知手段
は、機械的な検知手段（図示せず。）、電気的な検知手段（図示せず。）、電磁気的な検
知手段（図示せず。）、又は電気光学的な検知手段（図示せず。）であってよい。例えば
、本発明の一実施形態において、長桿状ローラ３０２のシャフト３０４は、その１又はそ
れ以上の端部に形成された複数の走査線３３４を有する。光学式ポジション検出器３１２
、３１４は、安静位（図３参照）からのボタン回転の発生を決定するために走査線を走査
するよう構成される。情報は、回転の量及び／又は速度を評価するためにコントローラ２
１０へ与えられる。その後、通信デバイス１００は、ボタン回転の量及び／又は速度に基
づき通信デバイス１００の動作パラメータを変更するよう、動作を実行する。シャフトの
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回転を測定及び／又は検出するための既知の方法が多数存在することに留意すべきであり
、そのような技術のいずれも制限なしに使用されてよい。
【００３２】
　上述されたように、長桿状ローラ３０２は、図３に示される安静位から図４～７に示さ
れるような複数の作動位置へ移るよう構成される。作動位置の夫々において、通信デバイ
ス１００の特定の機能が選択又は制御される。特定の作動位置は、制御素子１０２へ動作
上接続されるコントローラ２１０によって有利に検出され得る。次いで、コントローラ２
１０は、スイッチ位置に基づき、作動すべきデバイス機能又は制御を決定する。代替的に
、又は作動位置を検出することに加えて、コントローラ２１０は、有利に、制御素子１０
２が１又はそれ以上の作動位置のままである時間期間を決定するよう構成される。代替の
制御機能は、更に詳細に以下で説明されるように、そのようなタイミング情報に基づき検
出され得る。様々な作動位置に関連する機能は、オーディオボリューム機能、チャネル選
択機能、ミュート機能、輝度選択機能、オン・オフ機能、再生機能、巻き戻し機能、早送
り機能、一時停止機能、チャネル呼び戻し機能、カメラ機能、トークグループ選択機能、
メディアプロファイル選択機能、個別呼出機能、グループ呼出機能、緊急呼出機能、地図
選択機能、優先事項選択機能、ユーザインターフェース選択機能及びＰＴＴ機能を有する
が、これらに限られない。本発明の実施形態はこの点に制限されない。
【００３３】
　本発明の実施形態に従って、制御要素１０２は、ＬＭＲラジオ又はセルラー電話に配置
される。この場合に、オーディオボリューム機能、トークグループ選択機能及び／又はソ
ーシャルメディアプロファイル選択機能は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間
（例えば、２秒より長い）の長桿状ローラ３０２の周辺端部３５２、３５４の押下に応答
して、コントローラ２１０（又は他の処理デバイス）によって制御される。これに関連し
て、コントローラ２１０は、（ａ）長桿状ローラ３０２の作動位置を検出し、（ｂ）長桿
状ローラ３０２が押し下げられる時間の量を追跡し、（ｃ）長桿状ローラ３０２の特定の
作動位置及びボタン押下の持続時間に基づき通信デバイス１００の動作パラメータ変更す
るよう、動作を実行する。動作パラメータは、オーディオボリュームパラメータ、トーク
グループパラメータ及び／又はソーシャルメディアプロファイルパラメータを含む。更に
、又は代替的に、オーディオボリューム機能、トークグループ選択機能、及び／又はソー
シャルメディアプロファイル選択機能は、長桿状ローラ３０２の中心軸３６０の周りの長
桿状ローラ３０２の回転に応答して、コントローラ２１０によって制御される。これに関
連して、コントローラ２１０は、長桿状ローラ３０２の回転の量及び／又は速度に基づき
動作パラメータを変更するよう、動作を実行する。また、この場合に、呼出アプリケーシ
ョンは、長桿状ローラ３０２の中心部３５０の押下に応答して、コントローラ２１０によ
って起動される。これに関連して、コントローラ２１０は、選択されたトークグループの
個人又はメンバーに電話するよう、動作を実行する。呼出は、長桿状ローラ３０２の解放
に応答して終了する。本発明の実施形態はこの点に制限されない。
【００３４】
　本発明の他の実施形態に従って、制御素子１０２は、テレビ受像機（図１～７には図示
せず。）又はテレビリモコン（図１～７には図示せず。）に配置される。この場合に、オ
ーディオボリューム機能、チャネル選択機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能及び
／又は一時停止機能は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間（例えば、２秒より
長い）の長桿状ローラ３０２の周辺端部３５２、３５４の押下に応答して、コントローラ
２１０（又は他の処理デバイス）によって制御される。これに関連して、コントローラ２
１０は、（ａ）長桿状ローラ３０２の作動位置を検出し、（ｂ）長桿状ローラ３０２が押
し下げられる時間の量を追跡し、（ｃ）長桿状ローラ３０２の特定の作動位置及びボタン
押下の持続時間に基づきテレビ受像機（図１～７には図示せず。）の動作パラメータを変
更するよう、動作を実行する。動作パラメータは、オーディオボリュームパラメータ、チ
ャネルパラメータ、再生パラメータ、巻き戻しパラメータ、早送りパラメータ、及び／又
は一時停止パラメータを含む。更に、又は代替的に、オーディオボリューム機能、チャネ
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ル選択機能、再生機能、巻き戻し機能、早送り機能及び／又は一時停止機能は、長桿状ロ
ーラ３０２の中心軸３６０の周りの長桿状ローラ３０２の回転に応答して、コントローラ
２１０によって制御される。これに関連して、コントローラ２１０は、長桿状ローラ３０
２の回転の量及び／又は速度に基づき動作パラメータを変更するよう、動作を実行する。
また、この場合に、テレビ受像機（図１～７には図示せず。）のオン・オフ機能、ミュー
ト機能、又はチャネル呼び戻し機能は、長桿状ローラ３０２の中心部３５０の押下に応答
して、コントローラ２１０によって制御される。これに関連して、コントローラ２１０は
、テレビ受像機（図１～７には図示せず。）をオン又はオフし、テレビ受像機（図１～７
には図示せず。）のオーディオ出力をミュートし、又はチャネルを以前に選択されたチャ
ネルに変更するよう、動作を実行する。本発明の実施形態はこの点に制限されない。
【００３５】
　図８を参照すると、本発明を理解するのに有用な、通信デバイス（例えば、図１の通信
デバイス１００）の無線トランシーバを制御する例となる方法８００のフロー図が与えら
れている。図８に示されるように、方法８００はステップ８０２から始まり、通信デバイ
ス（例えば、図１の通信デバイス１００）がオンされるステップ８０４を続ける。
【００３６】
　次のステップ８０６で、トークグループが制御素子（例えば、図１の制御素子１０２又
は図３の制御素子３００）を用いて選択される。例えば、トークグループは、安静位から
図４、５及び７に示されるような特定の作動位置へ制御素子を移行させることによって、
選択され得る。図４に示されるように、制御素子の位置移行は、短時間（例えば、２秒よ
り短い）又は長時間（例えば、２秒より長い）長桿状ローラ３０２の露出面３２６の下部
周辺端部３５４を押し下げることによって、達成され得る。図５に示されるように、制御
素子３００の位置移行は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間（例えば、２秒よ
り長い）長桿状ローラ３０２の露出面３２６の上部周辺端部を押し下げることによって、
達成され得る。図７に示されるように、制御素子３００の位置移行は、長桿状ローラ３０
２をその中心軸３６０の周りを回転させることによって、達成され得る。
【００３７】
　図８を参照すると、方法８００は、呼出が選択されたトークグループの個人又はメンバ
ーに対して開始されるステップ８０７を続ける。呼出開始及びチャネルリソース割り当て
は、安静位から図６に示されるような特定の作動位置へ制御素子を移行させることによっ
て、達成され得る。図６に示されるように、位置移行は、長桿状ローラ３０２の露出面３
２６の中心部３５０を押し下げることによって、達成される。
【００３８】
　呼出を開始した後、ステップ８０８が実行され、通信デバイス（例えば、図１の通信デ
バイス１００）のユーザは、通信デバイスの１又はそれ以上のマイクロフォンに話しかけ
る。実際上、スピーチ信号は、通信デバイス（例えば、図１の通信デバイス１００）で受
信される。通信デバイス（例えば、図１の通信デバイス１００）は、ボイスパケットを生
成するようスピーチ信号を処理する。次いで、ボイスパケットは、通信デバイス（例えば
、図１の通信デバイス１００）から１又はそれ以上の他の通信デバイスへネットワークを
介して送られる。通信デバイスは、選択されたトークグループのメンバーであってよい。
【００３９】
　次のステップ８１０で、通信デバイス（例えば、図１の通信デバイス１００）のユーザ
は制御素子を解放する。結果として、呼出は、呼出が１又はそれ以上の呼出タイマの満了
によって終了されるまで、又は呼出が呼出開始者若しくは呼出メンバーの１人によって終
了される場合に、グループ呼出のメンバー又は個別呼出のメンバーによる他のスピーチ項
目要求のために開いたままである。
【００４０】
　制御素子が通信デバイス（例えば、図１の通信デバイス１００）から解放される場合に
、通信デバイス１００は、ステップ８１２で、第２の通信デバイスからボイス通信を受け
ることができる。その後、ステップ８１４が実行され、スピーチが通信デバイス（例えば
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取ったボイス通信によって定義される。
【００４１】
　次のステップ８１６で、オーディオボリュームが、安静から図４、５及び７に示される
ような特定の作動位置へ制御素子を移行させることによって、増大又は低減される。図４
に示されるように、制御素子の位置移行は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間
（例えば、２秒より長い）長桿状ローラ３０２の露出面３２６の下部周辺端部３５４を押
し下げることによって、達成され得る。図５に示されるように、制御素子３００の位置移
行は、短時間（例えば、２秒より短い）又は長時間（例えば、２秒より長い）長桿状ロー
ラ３０２の露出面３２６の上部周辺端部を押し下げることによって、達成され得る。図７
に示されるように、制御素子３００の位置移行は、長桿状ローラ３０２をその中心軸３６
０の周りを回転させることによって、達成され得る。
【００４２】
　ステップ８１６の完了後、ステップ８１８が実行され、方法はステップ８０２に戻り、
あるいは、他の処理が通信デバイス（例えば、図１の通信デバイス１００）によって実行
される。
【００４３】
　上記の議論から分かるように、本発明は、従来の通信デバイスに対するある利点を通信
デバイスに提供する。例えば、通信デバイスの複数の動作又は機能は、本発明の単一の制
御素子を用いて選択又は制御され得る。実際上、ユーザは、通信装置を保持し、その機能
設定を本発明の単一の制御素子により変更するために片手しか必要としない。有利に、本
発明の制御素子は、通信デバイスの全体的なサイズの低減を容易にする。比較的サイズが
小さい本発明に係る通信デバイスは、機能制御のために複数の回転ノブ及びボタンを備え
る従来の通信デバイスと比較して、製造費用が安価である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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